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１．PRTRとは

「ＰＲＴＲ」とは
Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録）の略

ＰＲＴＲの目的 (p3)
化学物質による環境の汚染の未然防止を図るため、有害性が判明している化学
物質について、人体等への悪影響との因果関係の判明の程度に関わらず、事業者
による化学物質の自主的な管理活動を改善・強化し、環境の保全を図る。

対象事業所 (p3)
対象業種 24区分(大区分)

「3製造業」i化学工業 o鉄鋼業 p非鉄金属製造業 q金属製品製造業
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/gyoushukubun.pdf

常用従業員数 21名以上 （毎年 4月1日現在）
＊)正社員、嘱託・パート・アルバイト等、他社からの派遣、出向者を含む

届出対象化学物質 (p3-4)
第一種指定化学物質 515種
（特定第一種指定化学物質23種含む）

第一種 1t/年以上、特定第一種 0.5t/年以上

*)ただし、対象の化学物質を1％以上含むもの

含有量は、各社にてSDSで確認する必要がある。 1/11

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/gyoushukubun.pdf
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対象業種に該当する事業を営んでいますか

全事業所で合算した常用従業員数が
２１名以上ですか。

取り扱う原材料、資材等に対象物質は
１％以上含まれていますか。
*)特別一種指定化学物質は0.1%以上

その対象物質の取扱量は
1ｔ以上（第一種指定化学物質）

0.5ｔ以上（特別一種指定化学物質）

対象物質について、排出量、移動量を算出
し、届出してください。



大分類 小分類 例 業種
コード

3．製造業 I 化学工業 無機化学工業製品製造業 2000

有機化学工業製品製造業
N窯業・土石製品製造業 耐火物製造業 2500

炭素・黒鉛製品製造業
研磨剤・同製品製造業

O鉄鋼業 鉄素形材製造業 2600

P非鉄金属製造業 非鉄金属素形材製造業 2700

q金属製品製造業 金属素形材製造業 2800

r一般機械器具製造業 金属加工機械製造業業 2900

表 対象業種および業種コード一覧表（抜粋）

詳細は、下記Webページを参照のこと
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/gyoushukubun.pdf
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https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/gyoushukubun.pdf


２．PRTR法の制定・改正、マニュアル発行の経緯

1999年（平成11年）10月 PRTR法（特別化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律）制定
届出対象物質(第1種指定化学物質)351種を指定

2001年（平成13年） 3月 銑鉄鋳物製造業におけるPRTRマニュアルの発行
発行：(社)日本鋳物工業会、(社)日本強靭鋳鉄協会、

及び日本可鍛鋳鉄工業会

2001年（平成13年） 4月 事業所におけるPRTR法に係るデータ把握開始

2002年（平成14年） 4月 PRTR法に基づく届け出を開始

2011年（平成23年） 化管法改正により、 PRTR法届出対象物質リストの改訂
(第1種指定化学物質 351種 ⇒ 462種）

2021年（令和3年）10月 化管法改正により、PRTR法届出対象物質リストの再改訂
(第1種指定化学物質 462種 ⇒ 515種）

2023年（令和5年） 4月 改訂した第1種指定化学物質に基づくデータ把握開始

2023年（令和5年）10月 鋳物鋳造業におけるPRTRマニュアル(改訂版)の発行
鋳鋼、銅合金、アルミ鋳物を追加 発行：(一社)日本鋳造協会

2024年（令和6年） 4月 改訂した第1種指定化学物質に基づく届け出開始
4/11



３．PRTRマニュアル（改訂版）:目次
第一章 ＰＲＴＲの概要
１．ＰＲＴＲとは
２．ＰＲＴＲの制定と改定の経緯
３．ＰＲＴＲの目的
４．報告対象の事業所
５．届出対象事業者の判定の手順
６．届出のための一般的な作業
７．鋳物製造業の届出のための標準的な算出手順
８．届出書の種類および届出の方法

第二章 取扱量及び排出量・移動量の算出手順
１．はじめに
２．指定化学物質の取扱量の算出手順
３．排出量・移動量の算出手順
４．報告書、届出ファイルへの記載

第三章 排出量・移動量の算出の手法・手順の例
１．はじめに
２．銑鉄鋳物製造業
３．鋼鋳物製造業
４．銅合金鋳物製造業
５．アルミ鋳物製造業

別表１ 各工程用原材料と、含有する第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質
別表２～７ 銑鉄、鋼、銅合金、アルミ鋳物製造業におけるPRTR対象物質、排出係数
別表８ 第一種指定化学物質リスト (2021年10月20日公布)

書面による届け出(p9~)
電子による届け出(p14)

赤字：今回追加した内容
青字：変更した内容
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P17～20

工程別に分別(全13種類)



３．PRTRマニュアル（改訂版）:変更点抜粋

表３．１ 溶解工程の代表的な第一種指定化学物質および特定第一種指定化学物質
(銑鉄鋳物) (p22)

No 品 名 管理番号 第1種指定化学物質 又は
特定第1種指定化学物質（*印のもの)

含有率
（％）

１ 銑鉄 ４１２ マンガン（Mn)及びその化合物 0.3～1.3
２ フェロマンガン ４１２ マンガン（Mn)及びその化合物 60～78
３ シリコンマンガン ４１２ マンガン（Mn)及びその化合物 60～70
４ Cr添加剤 ８７ (*)クロム（Cr)及び三価クロム化合物 55～70
５ Mo添加剤 ４５３ モリブデン（Mo) 55～70

６
各種接種剤
注)製品によって含
有物の種類と量は
異なる。

３０８ ニッケル（Ni) 40～95
４０５ ほう素（B）化合物 15～20
４１２ マンガン（Mn)及びその化合物 1～3
６６５ セリウム（Ce) ≧10、

≧40
６６７ 炭化けい素（SiC) ≧85

7 加珪剤 ６６７ 炭化けい素（SiC) ≧85

８ 黒鉛球状化剤 ３０８ ニッケル（Ni) 80～85
６６５ セリウム（Ce) ≦8

９ 耐火物 ４０５ ほう素（B）化合物 ＜1.5
６６７ 炭化けい素（SiC) 9～83

● 政令番号⇒管理番号に変更
● 炭化けい素(SiC)およびセリウム(Ce)の追加
● 有機物の分類変更、追加

6/11
(従来) 政令番号 1-465
(変更後)管理番号 412



３．PRTRマニュアル（改訂版）:変更点抜粋

● 政令番号⇒管理番号に変更
● 炭化けい素(SiC)およびセリウム(Ce)の追加
● 有機物の分類変更、追加

No． 品 名 管理番号 第一種指定化学物質 含有率
（％）

１
各種アルカリ
フェノール樹脂

硬化剤
及び触媒

２７７ トリエチルアミン（硬化用ガスとして） １００
３４９ フェノール １～5

４０７
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（ア
ルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及び
その混合物に限る。）

３.５

６２７ ジエチレングリコールモノブチルエーテル ７～１２
６９１ トリメチルベンゼン ４～１０

２ 各種ウレタン樹脂
及び硬化剤

５３ エチルベンゼン ～２
８０ キシレン ～２
３４９ フェノール ４～５
４４８ MDI ： メチレンビス（４，１－フェニレン）＝

ジイソシアネート ４～５
６９１ トリメチルベンゼン ～２２

３
フラン樹脂用

硬化剤
（一部に含まれ

る）

４４８ MDI ： メチレンビス（４，１－フェニレン）＝
ジイソシアネート ２９

５８５
PMDI ： アルファ－（イソシアナトベンジル）
－オメガ－（イソシアナトフェニル）ポリ［（イ
ソシアナトフェニレン）メチレン］

４６

６９１ トリメチルベンゼン ３
7/11

SDS等で該非判定する際は、
物質名ではなく、CAS番号
で調べるのが確実です。

表３．４ 鋳造工程の代表的な第一種指定化学物質および特定第一種指定化学物質
(銑鉄鋳物、抜粋）（ｐ２７)



３．PRTRマニュアル（改訂版）:変更点抜粋

表３．９ 鋳造以降の後工程の第一種指定化学物質一覧(銑鉄鋳物）（ｐ３５）

● 後工程の対象物質の追加

No． 品 名 管理番号 第一種指定化学物質 含有率
（％）

１ （加工）潤滑油・
添加剤・切削液

１８８ N，N-ジシクロヘキシルアミン ＜４
４５３ モリブデン及びその化合物 ＜１*)

６２６ ジメタノールアミン 1-20

２ （検査）外観・
内部品質検査

３０２ ナフタレン ＜4.7
３５５ フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） 33,66
４０８ ポリ(オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル 5-20

４１０ ポリ(オキシエチレン) =ノニルフェニルエーテル ＜1.5
、52

４３８ メチルナフタレン ＜11
６２７ ジエチルグリコールモノブチルエーテル ＜30
７３１ ヘプタン 11-98

３ 試料研磨剤 ６６７ 炭化けい素 ≧90
４ 模型補修など ２４０ スチレン 不明

8/11

・通常多量に扱わない場合が多い。
・意外なものが入っている場合がある
ので、SDSは見た方がよい。



３．PRTRマニュアル（改訂版）:変更点抜粋

表３.１２ 溶解工程の代表的な第一種指定化学物質(銅合金) （ｐ３９）

● 銅合金製造業を追加

No． 品 名 管理番号 第1種指定化学物質 含有率
（％）

１ 溶解材料 ６９７ 鉛及びその化合物 0.1～22 1）
２ 溶解材料 ４１２ マンガン（Mn)及びその化合物 0.1～15 2）
３ 溶解材料 ３０８ ニッケル（Ni) 0.1～6.0 3）

４ 耐火物 ４０５ ほう素化合物 ＜1.5
６６７ 炭化けい素（SiC) 9～50

*注1） 鉛含有量は、合金種により異なる（下記参照）
CAC202,CAC203： 0.5～3.0%、CAC211： 0.1～2.0%
CAC401：2.0～4.0%、CAC402,CAC403：1.0%以下、CAC406：4.0～6.0%、CAC407：1.0～3.0%、
CAC408：2.0～4.0%
CAC602：4.0～6.0%、CAC603：9～11.0%、CAC604：14～16%、CAC605：16.0～22.0%

*注2),注3)は省略（マニュアルを見てください）

最新のJIS H5120:2016では、水道水中の鉛溶出基準の改正に対応したPbフリー(非含有)合金あり。

表３.１４ 鋳造工程の代表的な第一種指定化学物質(銅合金) (ｐ４０)

No． 品 名 管理番号 第一種指定化学物質 含有率
（％）

１ 金型（SKD61） ８７ クロム及び三価クロム化合物 4.8～5.5
２ 金型（SKD61） ４５３ モリブデンおよびその化合物 1.0～1.5
３ 入れ子（Cu-Be） ３９４ ベリリウムおよびその化合物 0.2－2.2

４ 焼き付き防止剤
（型整備など） ４５３ モリブデンおよびその化合物 データ無

溶解用インゴッ
トに含まれる

9/11



３．PRTRマニュアル（改訂版）:変更点抜粋

表３.１５ 溶解工程の代表的な第一種指定化学物質(アルミ鋳物)

● アルミ鋳物製造業を追加

注1） JIS合金では下記合金中に含まれる（合金種により含有量が異なる）。
AC5A：1.7～2.3%、AC８A：0.8～1.5%、AC８B：0.1～1.0%、AC9A、AC9B：0.50～1.5%

注2） 残余成分のマンガン（Mn）量調整のため使用する場合がある。
注3） 製品によって、指定化学物質を含有しないものもある。
注4） フラックス添加型（Naの場合）では、指定化学物質（NaF）が含まれるものがある。

表３.１２ 金型鋳造工程の代表的な第一種指定化学物質(アルミ鋳物)

No． 品 名 管理
番号 第1種指定化学物質 含有率

（％）
１ 溶解材料 ３０８ ニッケル（Ni) 1） 0.1～2.3 
２ 母合金 ４１２ マンガン（Mn)及びその化合物2） 1～10

３ カバー剤,除滓剤3）

共晶Si改良剤4） ３７４ ふっ化水素及びその水溶性塩
（例えば、フッ化ナトリウム） ５～50

４ 耐火物 ６６７ 炭化けい素（SiC) 15～85
５ SiC含有母合金 ６６７ 炭化けい素（SiC) 10～45

No． 品 名 管理番号 第一種指定化学物質 含有率
（％）

１ 金型（SKD61） ８７ クロム及び三価クロム化合物 4.8～5.5
２ 金型（SKD61） ４５３ モリブデンおよびその化合物 1.0～1.5

３ 焼き付き防止剤
（型整備など） ４５３ モリブデンおよびその化合物 データ無

溶解用インゴッ
トに含まれる
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４．PRTRマニュアル（改訂版）の販売について

発 行：２０２３年１２月

申込み先：鋳造協会HPまで
冊子版での販売の予定

価 格：会 員 ￥２，５００（消費税別）
非会員 ￥５，０００（消費税別）

＊別途送料が必要となります。

本書に関して質問がある場合は、技術・環境部会までお願いします。
*)PRTR法、化管法に関する内容は、下記を参照ください。
◆経済産業省 化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html
◆独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化管法関連情報
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr_index.html

重要）
本マニュアルの情報は、2023年時点のものです。
届出用紙や様式等は、都度最新のものを確認して、利用してください。
各社で購入している副資材等のSDSは、必ず取り寄せて確認ください。 11/11

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr_index.html
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５．よくある質問
１．検索サイト
◆経済産業省 化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html


14

５．よくある質問
１．検索サイト
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)
https://www.nite.go.jp/chem/
PRTR届出に関するご案内
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/todokede_notification.html

電子届出を推奨

https://www.nite.go.jp/chem/
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/todokede_notification.html
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５．よくある質問
１．検索サイト
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)
https://www.nite.go.jp/chem/
お問合せ・FAQ
https://www.nite.go.jp/chem/faq/nitequery.html

ＦＡＱの内容が
充実しているの
で、このサイト
を見ると良い。

https://www.nite.go.jp/chem/
https://www.nite.go.jp/chem/faq/nitequery.html
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６．PRTR届出対象物質(第一種指定化学物質）の検索
１．検索サイト
（86ページ～）別表８ 第一種指定化学物質リスト (2021年10月20日公布)

PRTR制度PRTR対象物質
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prmate.html

R3_PRTR_SDS_LIST.xlsx
R3_PRTR_SDS_ALL_LIST.xlsx
異性体の化合物がある場合、CAS番号により検索ください。
出典 … https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msmate.html

２．検索の方法
①化学物質の名称で検索

注：別名の場合ヒットしない場合あり。
②CAS番号を入力

自社で収集したSDSに記載があります。
３．操作手順の紹介
（実演）

重要：物質名でなかく、CAS番号が検索

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prmate.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msmate.html
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７．SDS対象製品について

この判定フローによると、鋳物製品（完成品）及び廃棄物はSDS対象外になるが、
客先で加工する素材、かつ化審法対象物質を規定量含む製品は、SDSの提供義務
が生じる可能性がある。
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７．SDS対象製品について

この判定フローによると、鋳物製品（完成品）及び廃棄物はSDS対象外になるが、
客先で加工する素材、かつ化審法対象物質を規定量含む製品は、SDSの提供義務
が生じる可能性がある。
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